
令和７年度長井市伝統文化伝承活動事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、長井市地域の伝統芸能、伝統文化の伝承を図り、後継者を育成する

ため、地域が主体となって行う伝承活動事業に対し、市長が予算の範囲内で交付する令

和７年度長井市伝統文化伝承活動事業補助金（以下「補助金」という。）に関して、長井

市補助金等交付規則（昭和５７年規則第９号。以下「規則」という。）に定めるもののほ

か必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 補助の対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、同

一団体に対しての補助は１度限りとする。 

（１）地域の関係者で組織され、対象となる伝統芸能又は伝統文化の継承を図る活動を

行っている団体 

（２）会則等を有し、かつ、代表者の定めがある団体であって、適正な事業運営、会計

処理が行われているもの。 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、前条に規定する補

助対象者が主体となって、地域の伝統芸能、伝統文化を指導伝承する事業とする。ただ

し、他の長井市の補助金の交付を受けている事業及び営利を目的とする事業を除く。 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事

業の実施に直接要する経費とする。ただし、事業実施に必須と認められない飲食に要す

る経費を除く。 

２ 次の各号に掲げる収入があった場合における補助対象経費は、補助対象事業に要した

経費から当該収入の合計額を減じた額とする。 

（１）参加料（実費負担を含む）、有料頒布する物品等による収入 

（２）他団体から当該事業に対する補助金等助成金収入がある場合には当該助成の収入 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、当該費用又は５万円のいずれか低い額とする。ただし、千円未満

の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。 

（補助金交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、令和７年度長井

市伝統文化伝承活動事業補助金交付申請書（別記様式第１号）に、次に掲げる書類を添

えて市長に提出しなければならない。 

（１）令和７年度長井市伝統文化伝承活動事業計画書（別記様式第２号） 

（２）令和７年度長井市伝統文化伝承活動事業収支予算書（別記様式第３号） 

（３）組織の規約、会則等 

（４）組織を構成する者の名簿 

（５）その他市長が必要と認めるもの 



（補助金の決定及び通知） 

第７条 市長は、前条の申請内容を審査の上、補助金の交付を決定したときは、速やかに

規則第７条に定める補助金等の交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。 

（変更又は廃止の申請） 

第８条 補助事業を行う者（以下「補助事業者」という。）は、規則第６条に定める事項の

いずれかに当てはまる場合は、速やかに令和７年度長井市伝統文化伝承活動事業補助金

交付変更（廃止）申請書（別記様式第４号）を市長に提出し市長の承認を得なければな

らない。 

２ 規則第６条第１項第１号に掲げる「軽微な変更」とは、事業費の変更が当初の２０％

以内である場合とする。 

（実績報告） 

第９条 補助事業者は、事業完了後３０日を経過する日又は令和８年２月２８日のいずれ

か早い日まで、令和７年度長井市伝統文化伝承活動事業補助金に係る実績報告書（別記

様式第５号）に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（１）令和７年度長井市伝統文化伝承活動事業報告書（別記様式第６号） 

（２）令和７年度長井市伝統文化伝承活動事業収支決算書（別記様式第７号） 

（３）その他市長が必要と認めるもの 

２ 規則第２０条に定める帳簿等の証拠書類については、事業完了の翌年度から起算して

５年間保存しなければならない。 

（補助金額の確定と交付） 

第１０条 市長は、前条の報告書等の書類を審査し、補助金の額を確定したときは、規則

第１４条第１項の規定により、令和７年度長井市伝統文化伝承活動事業補助金確定通知

書（別記様式第８号）により補助事業者に通知するものとする。ただし、補助金の確定

額が交付決定額と同額であるときは、本通知を省略することができる。 

２ 補助事業者は、前項の補助金額の確定を受け、令和７年度長井市伝統文化伝承活動事

業補助金（概算・精算）請求書（別記様式第９号、以下「請求書」という。）を提出し、

補助金の交付を受けるものとする。 

（補助金の概算払） 

第１１条 前条の規定にかかわらず、市長は、必要と認めたときは、補助金を概算払する

ことができる。この場合において、補助事業者は、請求書を提出し概算払を受けるもの

とする。 

（委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 （この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。 

（経過措置） 



３ 前項の規定によりこの要綱が効力を失った際の第９条第２項の規定の適用については、

なお従前の例による。 


